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所
蔵
資
料

ア

ー

カ

イ

ブ

ズ

を
読
む 

第
17
回 

事
件
発
生
！ 

―

東
京
府
庁
で
起
き
た
詐
欺
事
件―

 

明
治
元
年
『
東
京
府
御
開
書
留
〈
常
務
方
持
〉
』 

東
京
府
文
書 

請
求
番
号 

６
０
５
．
Ａ
４
．
０
１ 

  

連
日
の
よ
う
に
詐
欺
事
件
が
報
じ
ら
れ
る
現
代
で
す
が
、
明
治
の
昔
に
は
そ
ん
な

こ
と
は
な
か
っ
た
・
・
・
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
！ 

今
回
取
り
上
げ
る
の
は
、「
江
戸
」
が
「
東
京
」
に
変
わ
っ
た
ば
か
り
の
明
治
元
年
、

東
京
府
庁
を
舞
台
に
起
き
た
詐
欺
事
件
に
関
す
る
文
書
で
す
。
少
々
長
い
で
す
が
、

一
体
ど
ん
な
事
件
だ
っ
た
の
か
、
早
速
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。 

 
 

 

  

１
．【
資
料
】 

 

東
京
府
文
書
「
八
官
町
時
計
職
伝
次
郎
召
仕
徳
蔵
烏
丸
殿
御
家
来
と
称
す
る
者
に

よ
り
窃
盗
の
件
捕
亡
下
目
付
及
捕
亡
方
よ
り
申
上 

11
月
６
日
」
明
治
元
年

（
一
八
六
八
）
／ 

東
京
府
御
開
書
留
〔
東
京
府
開
設
書
〕〈
常
務
方
持
〉
明
治

元
辰
年
８
月
よ
り 

（
請
求
番
号 

６
０
５
．
Ａ
４
．
０
１
） 

  

 

    

『東京府御開書留〈常務方持〉』表紙 
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２
．【
解
読
文
】 
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【
解
読
文
】 

（
後
筆 

朱
書
） 

「
辰
十
一
月
十
日
吟
味
い
た
し
候
上
被
衒
取
候
品
代
金
相
遣
無
之
候
ハ
ヽ 

当
府
ゟ
代
金
下
ケ
遣
候
方
可
然
義
北
嶋
時
之
助
殿 

被
仰
渡
候
且
門
制
幷
出
入
町
人
取
締
之
儀
者
庶
務
方
ニ
而 

取
調
申
上
候
筈 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

奉
吉
田
忠
次
郎 

 
 
 
 

」 

 

上 
 
 
 
 
 
 
 
 

捕
亡
方
下
目
付 

捕 
 

亡 
 

方 

昨

五

日

東

京

府

内

お

い

て

時

計

被

衒 

取
候
始
末
一
応
承
合
候
趣
左
ニ
申
上
候 

八
官
町 

家
持 時

計
師 

伝
次
郎
召
仕 

徳 

蔵 

右
伝
次
郎
方
江
一
昨
四
日
昼
廿
五
六
歳
ニ
相 

見

候

小

遣

躰

之

も

の

罷

越

烏

丸

殿 

御
家
来
ゟ
被
申
付
候
由
ニ
而
急
御
用
ニ
付 

鉄

時

計

即

刻

持

参

致

候

様

申

聞

候

得 

与
も
不
見
馴
男
ニ
付
後
刻
可
差
上
旨
相
答 

候
得
ハ
左
候
而
ハ
間
ニ
合
不
申
候
間
此
後
ゟ
参 

候
ハ
ヽ
即
刻
持
参
候
様
申
置
立
帰
候
処 

昨
五
日
昼
九
時
頃
同
人
方
江
年
齢
三
十
七
八 

丈

高

キ

方

中

肉

細

面

テ

色

浅

黒

く

鼻 

高

髪

講

武

所

い

て

ふ

ニ

結

浅

黄

割

羽 

折

白

縞

襠

高

袴

大

小

を

帯

浅

裏

草 

履

を

履

キ

候

侍

躰

東

京

府

ゟ

参

候

由 

申
聞
時
計
品
々
見
候
上
銀
皮
根
付
時
計 

ア
ン
ゲ
ル
コ
テ
ン
飛
代
金
廿
五
両
程
同
ア
ツ 

ガ
ラ
ク
壱
分
飛
同
廿
一
両
程
同
中
彫
リ
ヤ
ウ 

ガ
ラ
ス
同
拾
六
両
程
同
ア
ツ
ガ
ラ
ス
ア
ン
グ
ル 

拾
四
両
程
右
四
柄
持
参
可
致
実
ハ
烏
丸
殿 

御
家
来
ゟ
被
頼
参
候
趣
申
聞
候
間
御
同
所 

御
台
所
小
頭
詰
所
江
可
罷
出
哉
与
相
尋 

候
処
今
日
ハ
通
用
門
突
当
り
入
口
江
向
ケ 

参
候
様
申
立
出
候
ニ
付
無
間
も
徳
蔵
儀 

同
所
江
参
取
次
申
入
候
処
右
之
も
の
左 

之
方
ゟ
刀
を
下
ケ
立
出
前
書
之
時
計
風
呂 

敷
包
之
侭
可
請
取
旨
申
候
間
相
渡
候
得
ハ 

無
程
挨
拶
可
致
脱
置
候
草
履
心
付
候
様 

申
右
手
廊
下
之
方
江
刀
を
下
ケ
立
入
候
ニ
付 

一
時
程
待
候
得
共
沙
汰
無
之
候
間
徳
蔵 

儀
一
旦
主
人
方
江
立
戻
り
八
半
時
頃 

烏
丸
殿
御
台
所
江
罷
出
小
頭
を
以
相
伺 

候
処
御
同
所
ゟ
御
注
文
ニ
無
之
被
衒
取 

候
儀
之
旨
承
知
仕
候
由
申
之
候
ニ
付
此
上 

品

触

を

以

穿

鑿

致

し

尚

夫

々

風

聞

等 

取
調
候
様
可
仕
候
此
段
申
上
候
以
上 

十
一
月
六
日 

 
 
 
 

 

捕
亡
方
下
目
付 

捕 
 

亡 
 

方 
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３
．【
読
み
下
し
例
】 

（
後
筆 
朱
書
） 

「
辰
十
一
月
十
日
吟
味
い
た
し
候
上
、
か
た
り
取
ら
れ
候
品
代
金
相
遣
こ
れ
無
く
候
わ
ば 

当
府
よ
り
代
金
下
げ
遣
わ
し
候
方
然
る
べ
き
義
、
北
嶋
時
之
助
＊
１

殿 

仰
せ
渡
さ
れ
候
、
且
つ
門
制
な
ら
び
に
出
入
町
人
取
締
の
儀
は
庶
務
方
に
て 

取
調
申
し
上
げ
候
筈 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

奉
吉
田
忠
次
郎
＊
２ 

 
 
 
 

」 

 

上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

捕
亡
方
下
目
付 

捕 
 

亡 
 

方 

昨
五
日
東
京
府
内
お
い
て
時
計
か
た
り 

取
ら
れ
候
始
末
、
一
応
承
り
合
い
候
趣
左
に
申
し
上
げ
候 

八
官
町 

家
持 時

計
師 

伝
次
郎
召
仕 

徳 

蔵 

右
伝
次
郎
方
へ
一
昨
四
日
昼
、
二
十
五
六
歳
に
相 

見
え
候
小
遣

こ
づ
か
い

体
の
も
の
罷
り
越
し
、
烏
丸
殿
＊
３ 

御
家
来
よ
り
申
し
付
け
ら
れ
候
由
に
て
急
御
用
に
付 

鉄
時
計
即
刻
持
参
致
し
候
様
申
し
聞
き
候
え 

ど
も
見
馴
れ
ざ
る
男
に
付
、
後
刻
差
し
上
ぐ
べ
き
旨
相
答
え 

候
え
ば
、
左
候
て
は
間
に
合
い
申
さ
ず
候
間
、
此
後
よ
り
参
り 

候
わ
ば
即
刻
持
参
候
様
申
し
置
き
、
立
ち
帰
り
候
処
、 

昨
五
日
九
時
頃
同
人
方
へ
年
齢
三
十
七
八 

丈
高
キ
方
、
中
肉
、
細
面
テ
、
色
浅
黒
く
、
鼻 

高
く
、
髪
講
武
所
い
ち
ょ
う
＊
４

ニ
結
い
、
浅
黄
＊
５

割
羽 

折
＊
６

、
白
縞
襠ま

ち

高
袴

た
か
ば
か
ま

＊
７

、
大
小
＊
８

を
帯
、
浅
裏
草 

履
＊
９

を
履
キ
候

侍
さ
む
ら
い

体
、
東
京
府
よ
り
参
り
候
由 

申
し
聞
き
、
時
計
品
々
見
候
上
、
銀
皮
根
付

ね

つ

け

時
計 

ア
ン
ゲ
ル
コ
テ
ン
、
飛
＊

10
代
金
廿
五
両
程
、
同
ア
ツ 

ガ
ラ
ク
壱
分
、
飛
同
廿
一
両
程
、
同
中
彫
リ
ヤ
ウ 

ガ
ラ
ス
、
同
拾
六
両
程
、
同
ア
ツ
ガ
ラ
ス
ア
ン
グ
ル
、 

拾
四
両
程
、
右
四
柄
持
参
致
す
べ
し
、
実
は
烏
丸
殿 

御
家
来
よ
り
頼
ま
れ
参
り
候
趣
申
し
聞
き
候
間
、
同
所 

御
台
所
＊

11
小
頭
詰
所
へ
罷
り
出
づ
べ
き
哉
と
相
尋
ね 

候
処
、
今
日
は
通
用
門
突
当
り
入
口
へ
向
ケ 

参
り
候
様
申
し
、
立
ち
出
で
候
に
付
、
間
も
な
く
徳
蔵
儀 

同
所
へ
参
り
、
取
次
申
し
入
れ
候
処
、
右
の
も
の
左 

之
方
よ
り
刀
を
下
げ
立
ち
出
で
、
前
書
の
時
計
、
風
呂 

敷
包
の
ま
ま
請
け
取
る
べ
き
旨
申
し
候
間
、
相
渡
し
候
え
ば 

程
な
く
挨
拶
致
す
べ
し
、
脱
ぎ
置
き
候
草
履
心
付
け
候
様 

申
し
、
右
手
廊
下
の
方
へ
刀
を
下
げ
立
ち
入
り
候
に
付
き 

一
時
程
待
ち
候
え
ど
も
沙
汰
こ
れ
無
く
候
間
、
徳
蔵 

儀
一
旦
主
人
方
へ
立
ち
戻
り
、
八
半
時
頃
＊

12 
烏
丸
殿
御
台
所
へ
罷
り
出
で
、
小
頭
を
以
て
相
伺
い 

候
処
、
御
同
所
よ
り
御
注
文
に
こ
れ
無
く
か
た
り
取
ら
れ 

候
儀
の
旨
承
知
仕
り
候
由
こ
れ
を
申
し
候
に
付
き
、
此
の
上 

品
触
＊

13
を
も
っ
て
穿
鑿
致
し
、
尚
そ
れ
ぞ
れ
風
聞
等 
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取
り
調
べ
候
様
仕
る
べ
く
候
、
此
の
段
申
し
上
げ
候
、
以
上 

十
一
月
六
日 

 
 

 
 
 
 

捕
亡
方
下
目
付 

捕 
 

亡 
 

方 

 
＊
１ 
北
嶋
時
之
助
（
秀
朝
） 

天
保
13
年
（
一
八
四
三
）
生―

明
治
10
年
（
一
八
七
七
）

没
、
元
水
戸
藩
士
。
戊
辰
戦
争
時
に
従
軍
し
、
江
戸
鎮
台
府
判
事
と
な
る
。
こ
の
当

時
は
東
京
府
判
事
と
し
て
聴
訟
（
訴
訟
関
係
）
・
断
獄
（
犯
罪
捜
査
や
囚
人
取
扱
い
）

を
担
当
し
て
い
た
。 

＊
２ 

吉
田
忠
次
郎 

元
町
奉
行
所
与
力
。
町
奉
行
所
の
与
力
同
心
た
ち
は
、
一
部
の
退

職
者
を
除
い
て
大
半
が
そ
の
ま
ま
新
政
府
に
抱
え
ら
れ
た
が
、
吉
田
も
市
政
裁
判
所

と
そ
の
後
継
組
織
で
あ
る
東
京
府
に
引
き
続
き
勤
め
た
。
明
治
５
年
（
一
八
七
二
）

司
法
省
に
採
用
さ
れ
る
。 

＊
３ 

初
代
東
京
府
知
事
烏
丸
光
徳 

天
保
３
年
（
一
八
三
三
）
生―

明
治
６
年
（
一
八

七
三
）
没
。
尊
王
攘
夷
派
の
公
家
で
当
時
江
戸
府
知
事
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
。
明
治

元
年
12
月
に
は
府
知
事
を
辞
任
し
て
い
る
。 

＊
４ 

幕
末
期
に
流
行
し
た
武
士
の
髪
型
。
講
武
所
と
は
江
戸
幕
府
が
設
置
し
た
武
芸
訓

練
機
関
で
、
そ
こ
に
通
う
子
弟
等
の
間
で
流
行
し
た
。
月
代
（
さ
か
や
き
）
の
幅
が

狭
い
の
が
特
徴
。 

＊
５ 

浅
葱
色 

薄
い
藍
色 

＊
６ 

割
羽
織
（
さ
き
ば
お
り
）
武
士
な
ど
の
帯
刀
の
便
を
は
か
っ
て
、
羽
織
の
背
縫
い

の
下
方
を
縫
い
つ
け
ず
に
割
っ
た
も
の
。 

ぶ
っ
さ
き
ば
お
り
。 

＊
７ 

袴
腰
の
中
央
か
ら
内
股
ま
で
の
襠(

ま
ち)

が
高
く
、
踏
み
込
み
の
深
い
袴 

＊
８ 

刀
と
脇
差
し 

＊
９ 

草
履
の
裏
に
、
麻
糸
を
平
た
く
編
ん
だ
ひ
も
を
と
じ
つ
け
た
も
の
。 

＊
１０ 

意
味
不
明
。
数
字
の
０
を
飛
（
と
び
）
と
読
む
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
端
数
を
省

い
た
大
ま
か
な
値
段
と
解
釈
し
た
。 

＊
１１ 

台
所
は
そ
の
家
の
ま
か
な
い
を
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
所
か
ら
、
転
じ
て
買
い
物
や

会
計
を
司
る
部
署
を
意
味
し
た
。 

＊
１２ 

午
後
３
時
ご
ろ 

＊
１３ 

品
触 

落
と
し
物
や
盗
難
が
あ
っ
た
際
に
、
心
当
た
り
の
も
の
は
届
け
出
る
よ

う
命
じ
た
触
れ 

 

４
．
資
料
解
説 

 

今
回
取
り
上
げ
た
資
料
は
、
東
京
府
庁
が
開
庁
し
た
ば
か
り
の
時
期
に
記
録
さ
れ

た
東
京
府
文
書
『
東
京
府
御
開
書
留
』
に
綴
ら
れ
た
も
の
で
す
。 

東
京
府
庁
は
、
幸
橋
（
さ
い
わ
い
ば
し
）
内
（
現
千
代
田
区
内
幸
町
一
丁
目
付
近
）

に
あ
っ
た
元
大
和
郡
山
藩
の
上
屋
敷
を
改
修
し
て
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
八
月
に

開
庁
し
ま
し
た
。
正
式
な
開
庁
は
八
月
十
七
日
、
全
て
の
業
務
を
開
始
し
た
の
は
九

月
二
日
で
す
。 

初
代
府
知
事
に
は
、
尊
王
攘
夷
派
の
公
家
で
当
時
江
戸
府
知
事
に
任
じ
ら
れ
て
い

た
烏
丸
光
徳
（
か
ら
す
ま
る 

み
つ
え
）
が
任
命
さ
れ
ま
し
た
。 

第一代東京府知事 烏丸光徳（肖像画） 

東京都公文書館デジタルアーカイブより 
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こ
の
文
書
は
、
犯
罪
取
締
を
担
当
し
た
捕
亡
方
の
報
告
書
。
事
件
の
経
緯
が
詳
し

く
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

事
件
は
府
庁
が
業
務
を
始
め
て
二
ヶ
月
ほ
ど
た
っ
た
十
一
月
に
起
こ
り
ま
し
た
。

十
一
月
四
日
の
昼
ご
ろ
、
八
官
町
（
現
中
央
区
銀
座
八
丁
目
）
で
時
計
商
を
営
む
小

林
伝
次
郎
の
店
へ
二
十
五
、
六
歳
ぐ
ら
い
に
見
え
る
小
遣
い
風
の
男
が
や
っ
て
き
ま

し
た
。
男
は
烏
丸
府
知
事
の
家
来
に
急
ぎ
の
用
件
を
命
じ
ら
れ
た
と
し
て
、
金
属
製

の
時
計
を
す
ぐ
に
持
参
す
る
よ
う
に
言
い
ま
し
た
が
、
見
慣
れ
な
い
男
な
の
で
、
後

ほ
ど
差
し
上
げ
ま
し
ょ
う
と
答
え
る
と
、
そ
れ
で
は
間
に
合
わ
な
い
か
ら
、
後
か
ら

人
物
が
来
た
ら
す
ぐ
に
持
参
す
る
よ
う
命
じ
て
帰
り
ま
し
た
。 

翌
五
日
の
昼
頃
、
今
度
は
年
齢
三
十
七
、
八
歳
ぐ
ら
い
の
人
物
が
店
を
訪
れ
ま
し

た
。
男
は
背
が
高
く
中
肉
、
ほ
っ
そ
り
し
た
顔
つ
き
で
浅
黒
い
顔
色
、
鼻
が
高
く
、
髪

は
当
時
流
行
の
講
武
所
銀
杏
（
い
ち
ょ
う
）
に
結
い
、
浅
黄
色
（
水
色
）
の
ぶ
っ
さ
き

羽
織
に
白
縞
の
襠
高
袴
（
ま
ち
だ
か
ば
か
ま
）
を
着
て
、
刀
と
脇
差
を
帯
び
、
麻
裏
草

履
を
履
い
た
武
士
風
の
人
物
で
し
た
。
人
相
風
体
か
ら
し
て
な
か
な
か
オ
シ
ャ
レ
な

美
男
子
で
す
。 

そ
の
人
物
は
、
東
京
府
か
ら
来
た
と
い
い
、
色
々
な
時
計
を
品
定
め
し
た
上
、
四
点

を
選
ん
で
、
持
参
す
る
よ
う
に
申
し
付
け
ま
し
た
。 

・
銀
皮
根
付
時
計
、
ア
ン
ゲ
ル
コ
テ
ン
、
お
お
よ
そ
の
代
金
二
五
両
程 

・
同 

厚
ガ
ラ
ス
壱
分
、
お
お
よ
そ
の
代
金
二
一
両
程 

・
同 

中
彫
リ
洋
ガ
ラ
ス
、
同
一
六
両
程 

・
同 

厚
ガ
ラ
ス
ア
ン
グ
ル
、
同
一
四
両
程 

「
銀
皮
根
付
時
計
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
銀
側
ケ
ー
ス
の
懐
中
時
計
で
し
ょ
う
か
？

種
類
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
ガ
ラ
ス
の
厚
さ
や
細
工
が
そ
れ
ぞ
れ
違

う
よ
う
で
す
。 

一
連
の
や
り
と
り
か
ら
、
伝
次
郎
の
店
で
は
す
っ
か
り
相
手
を
信
用
し
た
の
で
し

ょ
う
。
前
日
や
っ
て
き
た
小
遣
い
風
の
男
か
ら
「
烏
丸
府
知
事
の
御
家
来
か
ら
頼
ま

れ
た
と
伺
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
東
京
府
庁
の
御
台
所
小
頭
詰
所
へ
伺
い
ま
し
ょ
う

か
？
」
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
武
士
風
の
男
は
、
今
日
は
通
用
門
の
突
当
り
入
口
へ
向

か
っ
て
来
る
よ
う
言
い
つ
け
て
帰
り
ま
し
た
。 

明
治
元
年
の
府
庁
舎
の
絵
図
（
次
図
）
で
確
認
す
る
と
、
通
用
門
突
当
り
入
口
は

赤
い
矢
印
の
位
置
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
ま
す
。 

間
も
な
く
伝
次
郎
召
使
の
徳
蔵
が
指
定
の
場
所
へ
出
向
き
、
取
次
を
申
し
入
れ
る

と
、
先
ほ
ど
の
人
物
が
左
の
方
か
ら
刀
を
下
げ
て
出
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
持
参
し

た
時
計
を
風
呂
敷
包
の
ま
ま
受
け
取
る
と
、
程
な
く
応
対
す
る
の
で
、
脱
ぎ
置
い
た

草
履
に
気
を
付
け
る
よ
う
言
い
残
し
、
右
手
廊
下
の
方
へ
刀
を
下
げ
て
入
っ
て
い
き

ま
し
た
。 

徳
蔵
は
そ
の
ま
ま
二
時
間
ほ
ど
待
っ
た
の
で
す
が
、
何
の
沙
汰
も
な
い
の
で
一
旦

主
人
の
店
へ
立
ち
戻
り
、
再
び
午
後
三
時
頃
烏
丸
府
知
事
の
御
台
所
（
買
い
物
等
を

司
る
組
織
）
へ
罷
り
出
で
、
小
頭
に
伺
っ
た
と
こ
ろ
、
御
台
所
か
ら
の
注
文
で
は
な

「講武所修行人の図」塚原渋柿園 

『幕末の江戸風俗』岩波文庫 2018
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く
、
だ
ま
し
取
ら
れ
た
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。 

だ
ま
さ
れ
た
伝
次
郎
と
は
、
江
戸
東
京
で
一
番
の
時
計
商
小
林
伝
次
郎
の
こ
と
。

江
戸
城
開
城
後
、
新
政
府
が
鎮
台
府
を
置
い
た
際
に
は
、
呉
服
商
越
後
屋
三
井
家
（
後

の
三
越
百
貨
店
の
祖
）
な
ど
と
共
に
御
用
達
に
任
命
さ
れ
て
い
ま
す
。
府
庁
の
あ
っ

た
幸
橋
か
ら
八
官
町
ま
で
は
、
今
の
内
幸
町
か
ら
銀
座
八
丁
目
の
距
離
で
す
か
ら
目

と
鼻
の
先
に
あ
る
有
名
店
で
す
。
そ
の
店
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
、
あ
ろ
う
こ
と
か
開
庁

間
も
な
い
東
京
府
庁
を
舞
台
に
し
て
詐
欺
事
件
が
起
こ
さ
れ
た
の
で
す
。
こ
れ
に
よ

っ
て
伝
次
郎
は
合
計
七
六
両
も
の
損
害
を
被
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

捕
亡
方
で
は
、
盗
ま
れ
た
時
計
を
探
す
た
め
御
触
れ
（
品
触
）
を
出
し
、
風
聞
を
調

査
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。 

史
料
冒
頭
の
朱
色
で
書
か
れ
て
い
る
部
分
は
、
こ
の
報
告
書
を
受
け
て
の
東
京
府

の
措
置
で
す
。 

こ
れ
に
よ
る
と
、
当
時
聴
訟
・
断
獄
担
当
の
判
事
で
あ
っ
た
北
嶋
時
之
助
は
、
盗

ま
れ
た
時
計
の
代
金
に
間
違
い
が
な
け
れ
ば
、
東
京
府
が
そ
れ
を
支
払
う
よ
う
に
命

じ
て
い
ま
す
。
現
代
人
に
と
っ
て
は
、
意
外
な
判
断
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
ま
た
当
然

な
が
ら
、
門
の
出
入
に
際
し
て
充
分
な
チ
ェ
ッ
ク
が
行
わ
れ
て
い
る
か
の
確
認
も
指

示
さ
れ
ま
し
た
。 

北
嶋
が
判
断
を
下
し
た
経
緯
は
こ
の
文
書
で
は
判
明
し
ま
せ
ん
が
、
業
務
を
開
始

し
た
ば
か
り
の
東
京
府
に
と
っ
て
、
府
知
事
の
名
を
借
り
た
詐
欺
事
件
は
、
烏
丸
府

知
事
や
東
京
府
の
正
当
性
を
疑
わ
せ
兼
ね
な
い
由
々
し
き
事
態
と
受
け
取
ら
れ
た
に

違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

実
際
、
東
京
府
の
前
身
で
あ
っ
た
市
政
裁
判
所
で
は
、
親
や
主
人
に
対
し
て
孝
行

忠
義
を
尽
く
し
た
江
戸
東
京
の
町
人
達
を
褒
賞
す
る
な
ど
注

、
今
ま
で
永
く
徳
川
氏
の

支
配
下
で
暮
ら
し
て
き
た
人
々
を
慰
撫
す
る
政
策
を
と
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
事

件
が
起
き
た
時
期
は
、
上
野
に
彰
義
隊
が
立
て
こ
も
り
、
新
政
府
と
戦
闘
が
行
わ
れ

て
か
ら
ま
だ
半
年
し
か
経
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
う
し
た
背
景
か
ら
導
か
れ
た

結
論
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

幸橋内東京府庁総地絵図（通用門付近部分）東京都立中央図書館所蔵 

通
用
門 
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ち
な
み
に
こ
の
後
も
伝
次
郎
の

店
は
営
業
を
続
け
て
い
ま
す
。
銀

座
煉
瓦
街
に
店
を
構
え
、
東
京
時

計
商
工
業
組
合
の
頭
取
を
務
め
、

明
治
二
七
年
（
一
八
九
四
）
新
た
に

府
庁
舎
が
煉
瓦
造
で
建
て
ら
れ
た

際
に
は
、
庁
舎
入
口
正
面
に
取
り

付
け
る
時
計
を
納
入
す
る
な
ど
、

東
京
を
代
表
す
る
時
計
商
と
し
て

名
を
馳
せ
ま
し
た
。 
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